
改　正　後
要介護認定・要支援認定申請書の改正のお知らせ

（「医療保険情報の追加」と「提出代行者の押印廃止」）

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和３年９月６日（月）より

要介護認定・要支援認定申請書について、以下２点が変更となりました。

①医療保険情報を記入する欄を追加。
→これまで介護保険の第２号被保険者のみ医療保険情報の記入が必要でしたが、

令和４年４月１日より第１号被保険者についても医療保険情報の記入が必要となります。

②提出代行者欄から「印」の表記を削除。
→これまで要介護認定・要支援認定の申請手続きを地域包括支援センターや居宅介護支援

事業者などが代わって行う場合、事業者印の押印が必要でしたが、今後は不要となります。

①医療保険情報を記入する欄を追加

※介護保険第２号被保険者は記入が必要です。

※介護保険第１号被保険者は令和４年４月１日より記入が必要となります。

②提出代行者欄から「印」の表記を削除

※提出代行者の事業者印の押印は不要です。

【問い合わせ先】

熊本市 介護保険課 認定給付班

（ＴＥＬ：096-328-2347）


